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電子計算機
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消費税の申告期限の特例（参
照→P53）の適用を受けてい
る法人は、その適用により延
長された申告期限の翌日から
７年間となります。

電子計算機を使用して作成す
る国税関係帳簿書類の保存方
法等の特例に関する法律（電子
帳簿保存法）上の保存方法等に
ついては、国税庁ホームページ
に掲載されている「電子帳簿保
存法取扱通達解説（趣旨説明）」
や「電子帳簿保存法Q&A（一問
一答）」を参考としてください。

帳簿を電子データで保存する
場合の保存方法等について詳
しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ内の「電子
帳簿等保存制度特設サイト」
から、取扱通達や一問一答な
どをご確認ください。

取って作成した電子データに
よる保存が認められます。

注3

　また、パソコンなどで作成した帳簿を、一定の要件の下に電子
データのまま保存することができます。（注2）（注3）


